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退職所得控除額の調整規定等の見直し②

その他の改正 改正前 改正後

退職所得の受給に関する申告書の保存期間 7年 10年

退職所得の源泉徴収票の提出義務者 役員のみ 全ての者

（1）DC一時金 （2）退職一時金

60歳 68歳

受給年の前年以前4年内

退職
所得
控除額

（1）と（2）の勤続期間
の重複を考慮しない

退職
所得
控除額

減少

【確定拠出年金（DC）一時金と退職一時金】

後正改

前正改 後正改

増税

60歳 75歳

DC受給開始可能年齢

（1）DC一時金 （2）退職一時金

60歳 68歳

受給年の前年以前9年内

前正改

（1）と（2）の勤続期間
の重複を考慮する
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事業承継税制の役員就任要件等の見直し 減税

○ 個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件について、贈与の直前において（改正前：贈与
の日まで引き続き3年以上）特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする。

○ 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について、贈与の直前において（改正前：贈
与の日まで引き続き3年以上）特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。

○ 令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
（措法70の6の8②二ハ、70の7の5②六ヘ、改正法附則55）

ポ イ ン ト

○ 令和8年3月31日までに特例承継計画を提出しておき、令和9年12月31日までの間に適用を検討すればよい。

★チェック 出典：経済産業省「令和７年度（2025年度）経済産業関係 税制改正について」を加筆・修正

R6/3末 R6/12末 R8/3末 R9/12末

改正概要 【適用期限】：法人版：令和9年（2027年）12月末、個人版：令和10年（2028年）12月末】

令和6年度税制改正において計画提出期限延長

株式贈与

代表
就任

特例措置適用のために
は、令和6年の12月末ま
でに役員に就任する必要

贈与直前に役員に
就任していればよい見直し

役員就任の期限

役員
就任後継者

特例措置期限

役員
就任

個人版事業承継税制については、令和10年12月末までの適用期限の3年前となる令和7年12月末までに後継者が事業に従事する必要があったが、今般の見直しにより、贈
与直前に事業に従事していればよい。

※

先代
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中小企業者等の軽減税率の特例の見直し・延長 減税増税

○ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について令和7年4月1日以後に開始する事業年度から次の見直しを行った上、
その適用期限を2年延長し、令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用する。

○ 所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17％
（改正前15％）に引き上げる。

○ 適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。 （措法42の3の2、改正法附則39）

ポ イ ン ト

○ 所得金額10億円超の判定は単年で行う点に留意が必要。

★チェック

法人区分 所得金額 法人税率

普通法人（資本金1億円超の法人） — 23.2％

中小法人
（資本金1億円以下
等の法人）

下記を除く法人
年800万円以下 15％

年800万円超 23.2％

所得金額が年10億円を
超える法人

年800万円以下 17％

年800万円超 23.2％

適用除外事業者・通算法人
年800万円以下 19％

年800万円超 23.2％

公益社団法人等
年800万円以下 15％（17％※1）

年800万円超 23.2％

協同組合等、公益社団法人等以外の公益法人等、
特定の医療法人

年800万円以下 15％（17％※1）（19％※2）

年800万円超 19％

※1 所得金額が年10億円を超える場合は17％が適用される。
※2 適用除外事業者に該当する特定の医療法人、通算親法人の協同組合について年800万円以下の部分は、19％の税率が適用される。なお、特定の協同組合等は、年10億円

を超える所得に対して、22％の税率が適用される。
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外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し①

○ 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物品を譲渡した場合であって、その免税購入
対象者がその購入した日から90日以内に出港地の税関長による確認を受けたときは、その確認をした旨の情報（以下「税
関確認情報」という。）を輸出物品販売場を経営する事業者において保存することを要件として、その免税対象物品の譲渡
について、消費税を免除する。

○ 上記の改正に伴い、実務上、消費税相当額を含めた価格で販売し、出国時に持出しが確認された場合に輸出物品販売
場を経営する事業者から免税購入対象者に対し消費税相当額を返金する「リファンド方式」となる。

○ 免税購入対象者は、購入した免税対象物品について、出国時に旅券等を提示して税関長の確認を受けるものとし、その
確認を受けた免税対象物品を国外に持ち出さなければならないこととする。

○ 税関長は、輸出物品販売場を経営する事業者（承認送信事業者を含む。）に対し、購入記録情報ごとに、国税庁の免税
販売管理システムを通じて税関確認情報を提供するものとする。

○ 令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。 （消法8、附則21）

ポ イ ン ト

○ 実務上、改正後の免税店側の免税品販売時や税関確認情報が得られない場合の取扱いや申告をどのように行うのかが注目される。

★チェック

免税店

税関

国税庁

キャッシュ
レス返金
又は
空港で
現金返金

⑦確認済みデータを
保存し免税となる

増税

⑧免税店又は委託された承認送信事業者が返金処理

②購入記録情報の提供（改正前と同じ）

④旅券提示物品確認
(90日以内)

①税込販売（改正前：免税）返金先登録

⑥税関確認情報 ⑤税関確認情報

③提供

国外持出し


